
災害時における施設の提供協力等に関する協定書 

 

 

 

 

 大阪市（以下「甲」という。）、株式会社マルカミ物流（以下「乙」という。）及び日本GLP株式会

社（以下「丙」という。）は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災

害時における救援物資等（以下「物資」という。）の集積配送拠点の提供等に関し、次のとおり協定

（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、大阪市域内において災害が発生し、又は発生の恐れがある場合において、甲が乙及

び丙に対し協力を要請する物資の集積配送拠点の提供協力等に関して必要な事項を定める。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、前条の規定による災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、物資の集積配送

拠点の提供等が必要であると認めるときは、乙に対して支援協力を要請することができる。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受け、丙と協議し、これを受諾したときは、物資の集積配送拠点の

提供等について速やかに対応するよう努めるものとする。 

２ 甲は、乙による前項の協力が円滑に行われるよう、乙に対して必要な支援に努めるものとす

る。 

 

（協力の範囲） 

第４条 甲が乙に協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）丙が管理・運営し乙が賃借する以下の施設のうち、乙及び丙があらかじめ指定した区画（以下

「施設」という。）の使用 

施設名称 所在地 

Marq大阪Ⅲ 大阪府大阪市東住吉区矢田5丁目3番36号 

 

（２）甲の管理する救援物資の整理に必要な人員及び荷役資機材の提供 

（３）物資の緊急輸送 

（４）物資の受入れ、仕分け、出庫等の荷役作業 

２ 甲は、前項の業務を円滑に実施するため、甲が指定する場所へ物資の輸送・荷役等に関する専

門的な知識を有する者（以下「連絡調整員」という。）の派遣を、乙に要請することができる。 

 

（要請の方法） 

第５条 甲は、第２条の協力が必要であると判断したときは、乙に対し、別紙第１に定める「施設の提



供協力等に関する支援協力要請書」により協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場

合は、口頭により要請し、事後に要請書を提出する。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、丙と協議し、乙及び丙が可能と認める範囲にお

いて、当該要請に基づく業務を行う。 

 

（施設の閉鎖） 

第６条 甲は、次の各号に該当する場合、施設を閉鎖する。 

（１）甲が、施設を使用する必要がなくなったと判断し、乙に連絡した場合 

（２）丙が、施設の安全を確保できない又は乙もしくは丙の事業に支障をきたすと判断し、乙が甲に連

絡した場合 

（３）指定した物資を施設において管理等のために使用する者による迷惑行為、事故、施設以外の場所

の占有又は利用等があり、乙もしくは丙が支援の継続が困難と判断し、乙が甲に連絡した場合 

（４）その他、合理的な理由により、乙もしくは丙が施設の閉鎖を求めた場合 

２ 前項に基づき施設を閉鎖する時は、物資の撤去等にあたり甲乙協議のうえ相応の期間を定め、

甲は責任をもって期間内に対処するものとする。 

 

（原状回復） 

第７条 甲は、第６条第１項の規定により施設が閉鎖された時は、第６条第２項の規定により原状回復

を行い、乙及び丙に施設を返還するものとする。 

 

（業務報告） 

第８条 乙は、業務終了後、別紙第２に定める「施設の提供協力等に関する支援協力報告書」により、

速やかに甲及び丙に業務内容を報告する。 

 

（費用負担） 

第９条 第２条の要請に基づいた協力に要した費用のうち、次の各号に掲げる費用については、甲が負

担することとし、同各号以外に費用が発生した場合は、甲乙協議のうえ負担者及び負担額を決定

する。負担額は次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める費用とする。なお、費用の積算

方法は、国土交通省告示「標準貨物自動車運送約款」の内容を考慮し、甲乙丙協議のうえ決定す

る。 

（１） 第４条第１項第１号に掲げる事項：施設の使用料 

（２） 第４条第１項第２号に掲げる事項：人件費及び荷役資機材等の使用料 

（３） 第４条第１項第３号に掲げる事項：配送料、車両費その他配送に付帯する業務に係る費用 

（４） 第４条第２項に掲げる事項：人件費（作業の指示又は指導を行う現場責任者に相当すると

甲が認める者に係る費用に限る。） 

 

（請求及び支払） 

第10条 甲は、乙から第８条の規定による書面の提出を受けたときは、その内容を確認し、適正と認め



る場合は認定を行うものとする。 

２ 乙は、前項の認定を受けた後、前条に基づく甲が負担すべき費用を甲に請求することができ

る。ただし、前条に規定する協議がなされる場合は、それを経た後でなければ請求することがで

きない。 

３ 甲は、前項の請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第

256号）等に基づき、遅滞なく、乙に支払い、乙は丙が要した費用を丙に支払う。 

 

(事故報告) 

第11条 乙は、甲の要請に基づく集積配送拠点の提供等の際に事故が発生したときは、甲及び丙に対し

速やかにその状況を報告しなければならない。 

 

（第三者への損害賠償責任） 

第12条 乙は、第２条の規定による業務中に、乙の責に帰する理由により第三者に損害を与えたとき

は、その賠償の責を負う。   

２ 乙が、本協定に基づく業務の実施中に、自らの責に帰さない理由により第三者に損害を与えた

場合は、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況等を甲に報告し、その処置は、甲乙協議の上、

定める。 

 

（補償） 

第13条 本協定に基づき業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又

は障がいの状態となったときは、甲は大阪市防災・減災条例（平成26年大阪市条例第139号）に

定めるところにより、その損害を補償する。 

 

（燃料の確保） 

第14条 乙は、災害時における緊急輸送の用に供する車両の燃料は自ら確保する。 

 

(連絡窓口) 

第15条 甲、乙及び丙は、本協定に関する連絡責任者を指定し、書面により互いに通知する。 

なお連絡責任者に変更があった場合には、相手方に対し直ちに通知する。 

 

(協議) 

第16条 本協定に定めのない事項もしくは本協定に疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議して決定

する。 

  ２ 甲、乙及び丙は、相互に協力して、本協定にかかる検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基

づく業務の円滑な運用に努める。 

 

（解除） 

第17条 甲、乙もしくは丙において本協定を継続できない事情が発生したときは、甲乙丙協議の上、協



定を解除することができる。 

２ 前項にかかわらず、甲、乙もしくは丙において本協定のいずれかの条項に本協定の継続に支障

が生じるような著しい違反があったとき、甲、乙もしくは丙の一方は書面による通知をもって本

協定を解除することができる。 

３ 前第２項にかかわらず、乙もしくは丙において次の各号のいずれかに該当したときは、甲は書

面による通知をもって本協定を解除することができる。 

（１）破産法、民事再生法または会社更生法による手続開始等の申立てがなされたとき 

（２）乙もしくは丙の構成員が大阪市暴力団排除条例（平成23年大阪市条例第10号）第２条第２号

に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるとき 

（３）その他、支払い能力の不安又は不誠実な行為等、乙もしくは丙の帰責すべき事由により本協

定を継続することが著しく困難な事情が生じたとき 

 

（管轄裁判所） 

第18条 甲、乙及び丙は、本協定書に関する一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪地方

裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

（有効期間） 

第19条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日の

１か月前までに、甲乙いずれからも本協定を解除する旨の書面を通知しないときは、有効期間満

了の翌日から起算し、本協定と同一条件をもって更新するものとし、以降も同様とする。 

 

本協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲丙乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 

令和８年６月11日 

  

 

甲  大阪市北区中之島１丁目３番２０号 

大阪市 

代表者 大阪市長 横山 英幸     

 

乙  大東市太子田３丁目４番９号 

                  株式会社マルカミ物流 

                  代表取締役社長 上村 晋哉 

 

               丙  東京都中央区八重洲２丁目２番１号 

                  日本GLP株式会社 

                 代表取締役社長 帖佐 義之 



別紙第１ 

 

   年   月   日   

  

施設の提供協力等に関する支援協力要請書 

  

               様 

                           大阪市長 

  

 

「災害時における施設の提供協力等に関する協定書」第５条の規定に基づき、次のとおり支援協力を

要請します。  

記 

 

項     目 内     容 

日時(物資の受入又は配送)  

施設名称  

配送元又は配送先 
 

 

物資の品目・数量・荷姿 
 

 

車両種別・台数 
 

 

連絡 

調整 

員 

氏名・役職 

派遣先・派遣期間 

 

 

 

荷役

作業

員 

作業場所、作業時間、 

人数 

 

 

 

連絡先・担当者  

備     考 
 

 

※ 災害時における要請状況に応じて適宜様式を変更して使用する。  



別紙第２ 

 

   年   月   日   

 

施設の提供協力等に関する支援協力報告書 

 大阪市長 

           様 

                     （会社名）  

 

「災害時における施設の提供協力等に関する協定書」第８条の規定に基づき、次のとおり業務内容を

報告します。   

記 

 

項     目 内     容 

日時(物資の受入又は配送)  

施設名称  

配送元又は配送先  

物資の品目・数量・荷姿  

車両種別・台数  

連絡 

調整 

員 

氏名・役職 

派遣先・派遣期間 
 

荷役

作業

員 

作業場所、作業時間、 

人数 
 

連絡先・担当者  

備     考  

※ 災害時における要請状況に応じて適宜様式を変更して使用する。 


